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新
年
、あ
け
ま
し
て

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
（
ふ
る
さ
と
納
税
）
に

　
　
　
　
　 

百
万
円
を
い
た
だ
き
ま
し
た
！

寄
附
い
た
だ
き
ま
し
た

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

フ
ジ
テ
レ
ビ
（
株
）
様

　
９
月
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
、
フ
ジ

サ
ン
ケ
イ
ク
ラ
シ
ッ
ク
ゴ
ル
フ
大

会
で
の
収
益
金
の
一
部
、47
万
７
９

１
円
を
町
に
寄
附
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

富
士
観
光
開
発
（
株
）
様

　
富
士
レ
ー
ク
サ
イ
ド
ゴ
ル
フ
ク

ラ
ブ
と
富
士
桜
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
10
万
円
の
寄
付
を
、

町
社
会
福
祉
協
議
会
へ
い
た
だ
き

ま
し
た
。

（
株
）
ナ
イ
キ
ジ
ャ
パ
ン
様

　
８
月
末
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
、「
本

栖
湖
Ｔ
Ｈ
Ｅ
　
Ｈ
Ｕ
Ｍ
Ａ
Ｎ
　
Ｒ

Ａ
Ｃ
Ｅ
　
10
Ｋ
」
開
催
の
お
礼
と
し

て
、野
球
用
品
、バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、

サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
等
の
ス
ポ
ー
ツ

用
具
を
寄
附
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
昨
年
の
６
月
か
ら
、
富
士
河
口
湖
町
の
ま
ち
づ
く
り
に
賛
同

す
る
方
か
ら
広
く
寄
附
金
を
募
っ
て
お
り
ま
す
「
ふ
る
さ
と
応

援
寄
附
」
に
、「
富
士
山
を
世
界
遺
産
に
す
る
国
民
会
議
」
の
評

議
員
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
河
合
弘
之
（
東
京
都
新
宿
区
）
様
よ

り
、「
地
元
富
士
河
口
湖
町
の
町
民
の
皆
様
方
と
力
を
合
わ
せ

て
、
富
士
山
を
世
界
文
化
遺
産
に
す
る
目
標
を
達
成
し
た
い
」

と
百
万
円
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
平
成
21
年
が
、
町
民
の
皆
様
に

と
っ
て
素
晴
ら
し
い
年
と
な
り
ま

す
よ
う
、
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
さ
て
、
私
も
一
昨
年
の
町
長
就

任
か
ら
丸
１
年
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
声
に
耳
を
傾
け
、
町
民
の
側
に
立
っ
た
行
政
運
営
を
心
掛

け
て
、
町
議
会
の
皆
さ
ん
や
役
場
職
員
と
共
に
ま
い
進
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　
特
に
富
士
山
世
界
文
化
遺
産
登
録
活
動
に
つ
い
て
は
、
町

民
の
皆
さ
ん
と
の
話
し
合
い
の
場
を
重
ね
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

湖
の
測
量
調
査
が
始
ま
る
な
ど
、
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
て

着
実
な
前
進
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
　

　
さ
て
世
の
中
に
目
を
向
け
る
と
、
世
界
発
、
百
年
に
一
度

の
金
融
危
機
に
陥
り
、
年
末
の
「
派
遣
村
」
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
、
雇
用
不
安
の
渦
が
本
町
に
も
、
じ
わ
じ
わ
浸
透
し

つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
町
政
運
営
に
お
い
て
も
厳
し
い

財
政
状
況
の
も
と
、
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
声
に
耳
を
傾
け

て
い
く
た
め
に
は
、
役
場
職
員
の
心
の
こ
も
っ
た
優
し
い
対

応
が
大
事
だ
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

年
初
め
の
年
頭
の
あ
い
さ
つ
で
も
職
員
の
皆
さ
ん
に
伝
え
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
次
年
度
の
予
算
編
成
に
入
る
わ
け
で
す
が
、
優

先
す
べ
き
施
策
を
慎
重
に
見
極
め
る
と
と
も
に
、
経
費
の
削

減
を
図
り
、
限
ら
れ
た
財
源
を
重
点
的
か
つ
効
果
的
に
配
分

す
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
ハ
ー

ド
か
ら
ソ
フ
ト
面
へ
軸
足
を
移
す
時
で
は
な
い
か
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

　
本
町
は
、
観
光
立
町
と
し
て
、
そ
こ
に
生
活
す
る
人
々
の

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
を
作
る
こ
と
が
、
全
国
か
ら
海
外

か
ら
町
を
訪
れ
る
方
々
に
と
っ
て
、
心
安
ら
ぐ
場
所
と
し
て

受
け
い
ら
れ
る
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
町

民
の
皆
様
に
は
、
「
環
境
に
優
し
い
街
づ
く
り
」
「
皆
で
す

る
き
れ
い
な
街
づ
く
り
」
を
訴
え
て
い
く
こ
と
を
私
の
政
策

の
基
本
と
し
て
い
き
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
多
く
の
予
算
を
投
じ
て
整
備
し
て
き
た
諸
々
の

施
設
に
つ
い
て
も
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
聞
き
、
町
民
の

皆
さ
ん
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
な
が
ら
、
維
持
運
営
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
文
化
施
設
で
あ
り
、

観
光
施
設
で
あ
り
、
教
育
施
設
で
あ
り
、
公
園
や
遊
歩
道
、
公

衆
ト
イ
レ
に
い
た
る
ま
で
あ
り
ま
す
。
西
浜
小
中
学
校
で
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
校
庭
の
芝
生
化
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
職
員
か
ら
も
町
内
の
公
共
施
設
の

緑
地
化
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
進
め
て
い
き
た
い
旨
の
提
案
も

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
町
の
環
境
美
化
を
進
め
、
心
安
ら
ぐ

環
境
に
優
し
い
、
き
れ
い
で
文
化
の
香
り
の
す
る
町
づ
く
り

を
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
登

録
と
い
う
大
き
な
目
標
も
実
現
可
能
な
も
の
と
な
り
、
併
せ

て
世
界
遺
産
登
録
が
、
魅
力
と
特
色
の
あ
る
観
光
地
へ
と
展

開
し
て
い
く
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
来
年
度
は
厳
し
い
財
政
状

況
と
国
内
外
の
不
況
の
中
で
、
町
民
の
皆
様
に
は
、
昨
年
以

上
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
重
ね
て
お
願
い
し
、
町
長
と
し
て

の
年
頭
に
当
た
っ
て
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

富
士
河
口
湖
町
長
　
渡
邊
　
凱
保
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健
康
科
学
大
学
通
学
路
清
掃
活
動

渡
辺
よ
ね
さ
ん
、
百
歳！

　
　
　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

町長自筆の寿を１００個記した書と
長男さんと一緒のよねさん。

町
教
育
功
労
者
等
を

表
彰
！

【
富
士
河
口
湖
町
　
教
育
功
労
者
】

【
文
化
功
労
賞
】

【
平
成
２０
年
度
　
覚
　
賞
】

　
小
立
地
区
の
渡
辺
よ
ね
さ
ん
が
、
昨
年
12
月
１
日
で
百
歳
を

迎
え
ま
し
た
。
町
長
が
誕
生

日
の
前
日
（
11
月
30
日
）
に

ご
家
族
、
ご
親
族
の
皆
さ
ん

に
よ
る
「
よ
ね
さ
ん
百
歳
の

お
祝
い
」の
席
に
お
訪
ね
し
、

お
祝
い
し
ま
し
た
。

　
よ
ね
さ
ん
は
百
歳
と
は

思
え
な
い
ほ
ど
お
元
気
で
、

こ
の
日
は
大
勢
の
親
族
と

楽
し
い
会
話
が
は
ず
ん
で

い
ま
し
た
。
よ
ね
さ
ん
は
、

日
頃
は
身
の
ま
わ
り
の
こ

と
は
ご
自
分
で
な
さ
っ
て
い
る
と
い
う
お
元
気
な
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
で
す
。
益
々
の
ご
長
寿
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
健
康
科
学
大
学
学
生
宿
舎
組
合
で
は
昨
年
よ
り
行
っ
て
い

る
組
合
活
動
の
一
環
と
し
て
、12
月
７
日
（
日
）
に
健
康
科
学
大

学
学
生
通
学
路
の
清
掃
（
空
き
缶
、
空
き
瓶
、
紙
く
ず
、
た
ば
こ

の
吸
い
殻
等
）
並
び
に
大
学
周
辺

の
草
刈
り
・
落
葉
掃
除
を
行
い
ま

し
た
。

　
清
掃
活
動
当
日
は
晴
天
に
恵

ま
れ
、
通
学
路
に
落
ち
て
い
る
ご

み
を
組
合
員
全
員
で
分
別
収
集

し
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
10
台
ほ
ど
の
ご

み
を
廃
棄
し
ま
し
た
。
清
掃
活
動

を
と
お
し
て
富
士
河
口
湖
町
美

化
活
動
の
一
助
に
な
れ
れ
ば
と

思
い
、
今
後
と
も
地
域
社
会
に
少

し
で
も
貢
献
で
き
る
よ
う
続
け

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　 

 

健
康
科
学
大
学
宿
舎
組
合
長
　
古
屋
唱

壽　
11
月
３
日
、
町
教
育
委
員
会
で

は
、
長
年
教
育
活
動
に
ご
尽
力
さ

れ
た
4
名
の
方
を
「
教
育
功
労
者
」

と
し
て
表
彰
し
ま
し
た
。

渡
邉
　
　
進
　
　
船
津
　
（
昭
和
14
年
10
月
27
日
生
）

　
平
成
14
年
６
月
24
日
か
ら
平
成
19
年
12
月
21
日
ま
で
の
５

年
６
ヶ
月
、
河
口
湖
町
・
富
士
河
口
湖
町
教
育
委
員
と
し
て
職

務
代
理
・
教
育
委
員
長
を
務
め
ら
れ
、
町
の
教
育
行
政
に
貢
献

し
た
。

　
ま
た
、
船
津
財
産
区
管
理
委
員
・
体
育
協
会
会
長
・
行
政
改
革

推
進
員
・
自
治
会
長
な
ど
を
歴
任
さ
れ
、
地
域
の
振
興
に
も
尽

力
さ
れ
た
。

宮
下
　
悦
俊
　
　
船
津
　
（
昭
和
13
年
８
月
18
日
生
）

　
平
成
14
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
19
年
12
月
６
日
ま
で
の
５

年
９
ヶ
月
、
河
口
湖
町
・
富
士
河
口
湖
町
教
育
委
員
を
務
め
ら

れ
、
平
成
14
年
６
月
24
日
か
ら
は
教
育
長
と
し
て
町
の
教
育
行

政
全
般
に
寄
与
し
た
。

　
ま
た
、
人
権
擁
護
委
員
・
文
化
財
審
議
会
委
員
・
美
術
館
協
議

会
委
員
・
自
治
会
長
な
ど
も
歴
任
さ
れ
、
地
域
の
振
興
に
も
貢

献
さ
れ
た
。

外
川
　
貞
治
　
　
河
口
　
（
昭
和
11
年
２
月
24
日
生
）

　
平
成
８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
20
年
３
月
31
日
ま
で
の
12

年
間
、
河
口
地
区
公
民
館
主
事
・
館
長
と
し
て
務
め
ら
れ
、

地
域
の
公
民
館
活
動
に
多
大
な
功
績
を
残
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
を
３
期
９
年
間
務
め
地
域
福
祉
の
向
上
に

尽
力
す
る
と
と
も
に
、
河
口
財
産
区
管
理
委
員
・
行
政
改
革
推

進
委
員
・
自
治
会
長
な
ど
も
歴
任
さ
れ
、
地
域
の
振
興
に
も
貢

献
さ
れ
た
。

故 

渡
邊
　
武
郎
　
　
小
立
　
（
昭
和
17
年
10
月
９
日
生
）

　
平
成
15
年
３
月
31
日
に
船
津
小
学
校
長
を
最
後
に
退
職
す

る
ま
で
の
40
年
間
、
教
諭
と
し
て
児
童
生
徒
の
健
全
育
成
に
尽

力
し
た
。

　
教
員
を
退
職
し
た
後
は
、
町
教
育
委
員
、
小
立
地
区
地
域
振

興
協
議
会
委
員
・
民
生
委
員
な
ど
を
歴
任
さ
れ
、
地
域
の
発
展

と
教
育
の
振
興
に
貢
献
さ
れ
た
。

長
岡
　
新
一
　
　
河
口
　
（
昭
和
６
年
５
月
27
日
生
）
　

　
河
口
地
区
公
民
館
主
事
、
館
長
、
県
公
民
館
連
絡
協
議
会
副

会
長
を
務
め
公
民
館
活
動
推
進
に
尽
力
し
た
。
文
化
協
会
で

は
、
文
芸
部
に
所
属
し
、
短
歌
・
俳
句
の
制
作
と
指
導
に
つ

と
め
、
協
会
の
副
会
長
と
し
て
、
町
全
体
の
文
化
活
動
発
展

に
寄
与
し
た
。

　
ま
た
、
町
青
少
年
育
成
推
進
員
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
、
河
口
財
産
区

管
理
委
員
な
ど
も
歴
任
し
、
幅
広
い
文
化
活
動
と
地
域
振
興
に

尽
力
し
た
。

外
川
　
美
和
子
　
船
津
　
（
大
正
７
年
５
月
12
日
生
）

　
戦
後
か
ら
女
性
団
体
の
指
導
者
と
し
て
、
コ
ー
ラ
ス
や
書
道

団
体
の
生
誕
に
努
力
。
ま
た
栄
養
改
善
推
進
や
食
生
活
改
善
推

進
で
も
尽
力
さ
れ
た
。

　
更
に
放
送
利
用
研
究
会
の
会
長
を
長
年
務
め
、
県
放
送
利
用

研
究
会
副
会
長
と
し
て
も
活
躍
。
こ
の
よ
う
に
長
年
に
わ
た
り

地
域
の
文
化
振
興
に
尽
力
さ
れ
た
。

三
浦
　
幸
子
　
　
長
浜
　
（
昭
和
８
年
６
月
13
日
生
）

　
地
区
の
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ
発
足
の
草
分
け
的
存
在
で
、10

年
間
会
長
と
し
て
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
地
域
文
化
の
向
上

に
尽
力
し
、
現
在
も
顧
問
と
し
て
後
進
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い

る
。

梶
原
　
國
雄
　
　
船
津
　
（
昭
和
11
年
11
月
30
日
生
）

　
昭
和
48
年
か
ら
詩
吟
を
始
め
、
平
成
元
年
に
は
岳
誠
流
富
岳

会
を
結
成
し
、
自
己
研
鑽
し
な
が
ら
指
導
者
と
し
て
子
弟
の
教

育
に
あ
た
る
。
昭
和
56
年
か
ら
７
年
間
、
河
口
湖
町
文
化
協
会

事
務
局
長
と
し
て
文
化
協
会
発
展
の
為
に
尽
力
し
た
。
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民
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で
す
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町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
時
期
で
す
!!

町
民
税
・
県
民
税
の
申
告
時
期
で
す
!!

　平成２１年度町民税・県民税の申告受付が２月１６日(月)から始まります。

　個人の町民税・県民税は、提出された申告書をもとに税額が計算され、納税者の皆さんに

通知した後、納税していただく仕組みになっています。

　今年の申告期限は、３月１６日（月）です。忘れずに正しい申告をしましょう。

今年の1月1日現在、富士河口湖町内に住所がある方はすべて該当します。
１．給与所得者の場合
　通常は、事業所から給与支払報告書の提出があり、申告の必要はありませんが、次のいずれか
に該当する方は申告してください。
　１）給与所得以外に副収入（地代、家賃、報酬等）があった方
　２）外注加工賃の支払いを受けた方
　３）一定のところに勤務していない方、又は日雇いやアルバイトなどにより勤務先から役場に
　　　給与支払報告書の提出がない方
　４）雑損失、寄付金、医療費控除の適用を受けようとする方
２．給与所得者以外の方
　１）昨年中に営業、農業、不動産、配当、報酬などの給与や年金以外の収入があった方
　２）年金収入がある方で、社会保険料控除や配偶者特別控除など各種控除を受けようとする方
　３）専従者控除の適用を受けようとする方
　４）純損失、雑損失の適用を受けようとする方
　５）所得証明書・非課税証明書等の発行を受けたい方や国民健康保険税の軽減措置、国民年金
　　　の納付猶予などの手続きをなさる方で役場に収入の資料の無い方

　１）前年に所得税の確定申告をされた方は控えを持参してください
　２）印鑑
　３）事業所得者・不動産所得者は、平成２０年中の収入・経費のわかる書類、帳簿等
　　   （収支内訳書等は必ず記入してきてください。）
　４）給与所得の源泉徴収票または給与支払証明書（給与所得のある方のみ）
　５）社会保険料（国保・年金・介護保険料等）の支払額のわかるもの
　６）国民年金保険料控除証明書又は領収書
　７）生命保険料、地震保険料及び医療費等の支払証明書や領収書
　　 （医療費控除を受けられる方は、領収書の合計を各個人ごと、各病院ごとにあらかじめ計   
　　　算しておいてください。）
　８）大学生、障害者の方は、内容がわかる書類（学生証、障害者手帳等）
　９）還付申告の方は、申告者本人名義の金融機関口座のわかるもの（通帳等）

　※�領収書等は必ず事前に集計してから持参してください。

　１）給与収入等の金額が、２,０００万円を超える方
　２）２ヶ所以上からの給与の支払いを受け、年末調整を受けていない方
　３）給与所得者で、給与所得以外の副収入の金額が２０万円を超える方
　４）事業所得、不動産所得のある方
　５）家事使用人などで、給与から所得税の源泉徴収がされていない方
　６）同族会社の役員や親族などで、その会社からの給与の他に、利子、賃借料などの支払いを
　　　受けている方
　７）不動産を売却した方
　８）退職金の支払いを受ける際、『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、
　　　２０％の税率で源泉徴収された方で、源泉徴収税額が正規の税額より少ない方
　９）医療費控除、住宅借入金等特別控除等の適用を受けようとする方
　10）給与等の源泉徴収につき災害減免法の適用を受けている方

　１）所得税の確定申告をした方（青色、白色専従者を除く）
　２）給与所得者で勤務先から役場へ給与支払報告書の提出がしてあり他の収入の無い方

申 告 準 備 は 、 お 早 め に ！
申告期間＝２月１６日(月)～３月１６日(月)

★町・県民税の申告が必要な方は

★町・県民税の申告をしなくてもよい方は

★確定申告が必要な方は

★申告するときに必要となるもの

申告についての問合せ先
　　　　　　　　　　税務課　住民税係　TEL０５５５－７２－１１１３（税務課直通）



広
報
富
士
河
口
湖

　
５

地  区 会     場 受 付 日 対象地区・自治会・区会等

大   石 大石出張所

全地区 中央公民館

全地区

全地区

全地区

小　立

船　津

船　津

浅　川

中央公民館

小　立

２月１６日（月）

２月１７日（火）

２月１８日（水）

中沢、上手、中村、下条

税理士による無料申告相談日（受付は午前１０時～午後３時）

２月２６日（木）

３月　６日（金） 七軒町一丁目～四丁目、南台一・二丁目、七軒町中

３月　８日（日） 平日に申告できない方

３月１１日（水） 上の段下、上の段中、上の段上

３月１２日（木） 高尾南町､富士見タウン､河口湖通一丁目～二丁目、船津待機宿舎

３月１３日（金） 大久保、宮森、浅川、県営住宅（船津）、町営住宅、赤坂

３月１６日（月） 指定日に申告できない方

３月　９日（月） 富士見町一丁目～四丁目

３月１０日（火） 市道町、本町、高尾町

東村、後藤、湯口、ペンション村、松風台

河　口

勝　山

河口出張所

上九一色 上九一色出張所

２月１８日（水）

２月１９日（木）

第一自治会、第二自治会、第三自治会

第四自治会、第五自治会、第六自治会

２月２４日（火）

２月２５日（水）
勝山地区

２月２７日（金）

３月　２日（月）

乳ヶ崎、西、河口湖ニュータウン

３月　１日（日） 平日に申告できない方

林、久保、サンコーポラス河口湖

３月　３日（火） 八丁屋、県営住宅河口湖小立団地

３月　４日（水）

３月　５日（木）

揚町、浜町、若松町、上町、松場町一・二丁目

湖南町一～三丁目、本町二丁目、大池

足和田 足和田出張所 ２月２０日（金） 長浜、西湖、根場、大嵐地区

２月２３日（月）
精進、本栖、富士ケ嶺地区（受付は午前９時３０分～午後４時）

平成２１年度申告受付相談日程表
【 受付時間は、各会場とも午前９時から１１時３０分までと、午後１時から４時までです。 】

※日曜日も申告相談を受付けます。・・・上記日程表の ３月１日 と ３月８日 です。

※申告期間中は役場での申告相談はできません。地区会場へお越しいただくか、２月２７日以降であれば中央公民館へお越

　しください。

※上九一色出張所での受付時間は午前９時３０分からです。

※会場、時間帯によっては、待ち時間が長くなる場合もあります。時間に余裕を持ってお越しください。

※住民税の申告は国民健康保険税の算定や後期高齢者医療保険料の算定及び負担区分の判定等、さらに福祉施策などの

　大切な課税資料となりますので、所得がなかった方も必ず申告してください。

※『２月１８日（水）に実施する税理士会が行う無料申告相談』では、小規模事業者の方の所得税及び消費税、年金受給者及

　び給与所得者の方の所得税の申告を対象（土地・建物・株式などの譲渡所得のある方を除く。）としております。

   （受付時間は、午前１０時～１２時、午後１時～３時です。）

・昨年度から税源移譲が実施され、所得税と住民税の税率区分が変更されたため、住宅ローン控除適用者の中には、改

　正前に比べて住宅ローン控除額が目減りするというケースが考えられます。

　その調整措置として創設されたのが、個人住民税による住宅借入金等特別税額控除制度です。

・平成1９年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用を受ける場合（平成11～18年までに入居した人）には税源移譲前

　と比べて税源移譲後に目減りした住宅ローン控除額分を翌年度の個人住民税から減額することができます。

　ただし、住宅ローン控除制度のない個人住民税での減額措置となるため、納税者ご自身が、毎年、居住地の市町村へ

　申告書（次の2種類のうちいずれか）の提出が必要になります。

　　(1)確定申告をする場合　⇒「住宅借入金等特別税額控除申告書（確定申告書を提出する納税者用）」

　　(2)確定申告をしない場合⇒「住宅借入金等特別税額控除申告書（給与収入のみを有しており確定申告書を提出し

　　　ない納税者用）」

◎詳細につきましては税務課住民税係（TEL 0555-72-1113　税務課直通）までお問い合わせください。

税源移譲に伴う住宅ローン控除の取扱いについて
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大月税務署からのお知らせ TEL 0554－22－3153

　　（電話していただくと「電話センター」につながりますので、その後は自動音声に従ってください）

　所得税の確定申告の相談、申告書の受付及び納税の期限は、2月1６日(月)～3月1６日(月)までですが、還付申告

は、1月５日(月)から提出することができます。

　贈与税は、2月２日(月)～3月1６日(月)までです。

　個人事業者の消費税及び地方消費税は、1月５日(月)～3月31日(火)までです。

　※口座振替をご利用の場合の振替日は、所得税が4月22日(水)、消費税及び地方消費税が4月27日(月)です。

　※提出期限間近になりますと、税務署は大変混雑いたしますので、申告はお早めにお願いします。

◎国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】では、確定申告に必要な各種情報等を提供しています。

　・確定申告書等作成コーナー

　　画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書を作成することができ、プリンタを使って印刷

　 したものをそのまま税務署に提出できます。

　・タックスアンサー

　　税金に関する身近な情報を税目や項目別に提供しています。

　・申告書、各種計算書、明細書及び説明書等がダウンロードできます。

◎申告書の提出は、郵便又は信書便による送付をお願いします。

　なお、申告書の「控」に税務署受付印の押印を希望する方は、ボールペン又は万年筆で記載した「控」と宛先を記 

　入した返信用封筒（切手を貼付）を同封してください。

◎税務署の閉庁日（土曜、日曜、祝日等）は相談及び受付は行っておりませんが、申告書は郵便又は信書便による送

　付や税務署の時間外収受箱への投函により、提出することができます。

◎税務署からは、申告書の提出後に、納付書や納税のお知らせは送付されませんので、申告により納付すべき税金

　は、納付書により、税務署窓口もしくは最寄りの金融機関の窓口での納税をお願いします（口座振替を除く）。

　※「納付書」は、税務署及び金融機関にご用意しております。

◎所得税、消費税及び地方消費税の納税には、安全で便利な口座振替をお勧めします。

　※所得税の口座振替をご利用されている方でも、新たに消費税及び地方消費税をご利用される場合には、あら

　　ためて手続きが必要です。

　※「口座振替依頼書」は、税務署及び金融機関にご用意しております。また、「確定申告書の手引き」にも様式が掲

　　載されておりますので、切り離してご利用ください。国税庁のホームページからダウンロードすることもで

　　きます。

◎申告書は「手引き」などを参考にして、ご自分で正しく作成し、早めに提出してください。

◎税務署では、「申告書作成会場」を設けて、申告書の書き方等のアドバイスを行っておりますので、ご利用くださ

　い。

★年金受給者のための申告指導相談会

　　　日　時　　２月１２日（木）午前９時～１２時・午後１時～４時

　　　場　所　　富士河口湖町中央公民館１階ホール

★確定申告書作成相談会（申告書作成のためのアドバイスと申告書の受付を行います。）

　　　日　時　　２月６日（金）午前１０時～１２時・午後１時～４時

　　　場　所　　富士河口湖町中央公民館１階ホール

★税理士会が行う無料申告相談

　税理士会では、小規模納税者の方の所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者の方の所得税の申告を対象として

　おります。

　土地、建物及び株式などの譲渡所得のある方や所得金額が高額な方又は収入金額が多額な方、相談内容が複雑な方は、

　ご遠慮ください。

　　　日　時　　２月１８日（水）午前１０時～１２時・午後１時～３時

　　　場　所　　富士河口湖町中央公民館２階視聴覚室

※各会場においでいただく際には、次のものをご持参ください。

　・〔平成２０年分の〕税務署から送付された申告書、収入金額・必要経費・所得金額のわかるもの、源泉徴収票、国民健康保

　　険の領収書、国民年金保険料及び国民年金基金の掛金の支払をした旨を証する書類、生命保険料・地震保険料等の各

　　種控除の支払をした旨などを証する書類

　・〔平成１９年分の〕申告書・収支内訳書等の「控」

　・「印鑑(認印)」、「計算器具」、「筆記用具」

　・〔還付申告の方は〕還付金の振込先金融機関名・預貯金種別・ご本人の口座番号がわかるもの

　・〔医療費控除を申請される方は〕医療費にかかった「領収書」「レシート」の原本（あらかじめ合計金額を計算しておい

　　てください。
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個人住民税の公的年金からの特別徴収が始まります。 富士河口湖町は滞納を許しません

町の税金についてのお問合せは、富士河口湖町役場　税務課(７２-１１１３)へ
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精進・本栖・富士ヶ嶺地区

　精進・本栖・富士ヶ嶺地区の土地の現況調査が終了し、調

査結果を「周知書」として、該当する世帯・土地所有者へ送

付いたしました。

事前にお知らせ「周知書」

　この「周知書」は、調査において確認された土地の現状

について、特に、これまでと異なる現況状態にあると確認さ

れた土地所有者の方に送付されています。

土地の活用状況は？

　どのような利用状況で土地が活用されているのかは、今

後、固定資産税の課税を行なう上で重要であり、それを課

税前の事前に土地所有者にお伝えしているのが「周知書」

です。

　今回、特に土地の現況調査が終了した精進地区・本栖地

区・富士ヶ嶺地区における土地所有者に「周知書」を送付し

ています。

税額が変わります

　「周知書」が送られた方は、基本的に平成２１年度の固定

資産税が、これまでと比べて変更になる方です。そのまま

ですと、その「周知書」の内容のとおり、課税されることに

なります。

　なお、現況調査の結果、これまでと土地の現状について

変更がない場合は、この「周知書」をお送りしていません。

　まだ「周知書」を確認していない方、「周知書」の内容が

不明な方は、至急、町税務課資産税第一係（電話７２－１１１３

【直通】）までご連絡ください。

精進・本栖・富士ヶ嶺の土地の現況調べ

償却資産って何？

　会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その

事業のために用いることができる機械・器具・備品等を「償

却資産」といいます。これらを資産の所在する自治体税務

課に申告する必要があります。　　

申告書様式～ただいま配布中！～

　平成２０年度に申告をした法人・個人には、すでに平成２１

年度用の申告書を送付しています。また、平成２１年度より

新たに申告をされる方には、町税務課窓口にて平成２１年度

用の申告書を配布しています。申告書を必要とされる方に

ついては、希望により郵送でも発送をしています。

必要事項が記入されていれば、必ずしも富士河口湖町の書

式で提出する必要はありません。他の自治体の様式や償却

資産用のパソコンソフトで作成した償却資産申告様式でも

かまいません。

申告書を受付中！

　平成２１年度の申告書の受付もおこなっています。申告の

締切り期日は、２月２日（月）必着です。

郵送での提出も受付しております。なお、郵送で提出してい

ただいた場合、切手を添付した返信用封筒が同封されてい

ない場合、控えをお返しできません（ただし、控えが不要な

場合は、返信用封筒を同封する必要はありません）。

　　  締切日　平成２１年２月２日（月）必着

　なお、正しく申告されていないことが判明した場合、過去

に遡及して課税される場合がありますのでご注意ください。

　詳しくは資産税第二係までお問合せください。

平成２１年度 償却資産申告受付中！
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観
光
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

福
祉
推
進
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

保
険
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

緊
急
経
済
対
策
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

　
～
事
業
用
借
入
金
の
支
払
利
息
負
担
軽
減
を
支
援
し
ま
す
～

■
富
士
河
口
湖
町
商
工
業
振
興
資
金
等
利
子
補
給
金
補
給
　

率
の
改
正
に
つ
い
て

　
↓
利
子
補
給
率
を
３０
％
か
ら
５０
％
へ
引
上
げ
ま
す
。

■
対
　
象

　
平
成
21
年
1
月
1
日
か
ら
平
成
21
年
3
月
31
日
ま
で
に

申
請
す
る
富
士
河
口
湖
町
商
工
業
振
興
資
金
等
利
子
補
給

金
交
付
要
綱
に
定
め
る
融
資

　
・
山
梨
県
商
工
業
振
興
資
金

　
・
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金

　
・
商
工
貯
蓄
共
済
融
資

　
の
う
ち
、
交
付
要
綱
制
定
時
の
融
資
が
対
象
に
な
り
ま

す
、
借
り
換
え
を
含
む
も
の
な
ど
対
象
に
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
不
明
な
点
は
受
付
窓
口
（
河
口
湖
商

工
会
　
℡
73-

1
1
2
2
）
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭

　
　
小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
支
給
に
つ
い
て

　
平
成
21
年
４
月
に
小
中
学
校
へ
入
進
学
す
る
児
童
が
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
し
て
「
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校

入
進
学
支
度
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】

　
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
す
方
に
支
給
い
た
し
ま
す
。

　
１
、
富
士
河
口
湖
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

　
２
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
で
あ
っ
て
、
入
進
学

　
　
　
児
童
を
監
護
し
て
い
る
方
、
又
は
養
育
者
で
あ
っ

　
　
　
て
、
入
進
学
児
童
で
あ
る
父
母
の
な
い
児
童
を
養

　
　
　
育
し
て
い
る
方

　
３
、
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
を
受
け
て
い
な
い
方

【
所
得
制
限
】

　
右
記
、
支
給
対
象
者
の
方
で
も
、
所
得
制
限
に
か
か
る
方

は
該
当
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
１
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
も
し
く
は
養
育
者
が
、

　
　
　
前
々
年
に
お
い
て
所
得
税
法
そ
の
他
所
得
税
に
関

　
　
　
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
納
付
義
務
を

　
　
　
有
す
る
と
き
　
　

　
２
、
ひ
と
り
親
等
の
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
で
、
当

　
　
　
該
ひ
と
り
親
等
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
前

　
　
　
々
年
の
所
得
が
基
準
額
以
上
で
あ
る
と
き

【
支
給
額
】

　
入
進
学
児
童
一
人
に
つ
き
、
一
万
円
支
給
い
た
し
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

　
次
の
書
類
を
町
役
場
福
祉
推
進
課
・
児
童
福
祉
係
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
１
、
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
支
給
申

　
　
　
請
書

　
２
、
申
請
者
と
児
童
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

　
３
、
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

　
４
、
ひ
と
り
親
等
の
課
税
証
明
書

　
５
、
ひ
と
り
親
等
の
配
偶
者
又
は
、
扶
養
義
務
者
の
課

　
　
　
税
証
明
書

　
６
、
そ
の
他

＊
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
（
水
色
）
を
お
持
ち

の
方
は
、
２
～
６
の
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
申
請
者
及
び
対
象
児
童
の
受
給
者
証
を
必
ず
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
期
日
】

　
平
成
21
年
1
月
5
日
～
１
月
30
日
（
土
日
、
祝
日
は
除
く
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

【
問
合
先
】

　
町
役
場
福
祉
推
進
課
児
童
福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
℡
７
２
‐
6
0
2
8

長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
の
お
支
払
い
に
つ
い
て

　
ー
来
年
度
か
ら
「
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
」
と

　
　
　
　
　
　
「
口
座
振
替
」
の
選
択
制
と
な
り
ま
す
ー

　
長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
に
つ
き
ま
し
て
、
口
座
振
替

で
の
お
支
払
い
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
役
場
保
険
課
の

窓
口
へ
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　
１
月
30
日
ま
で
に
お
手
続
き
い
た
だ
く
と
、
平
成
21
年
４

月
分
の
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
が
中
止
さ
れ
、
７
月
か
ら

口
座
振
替
に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

(

お
支
払
い
い
た
だ
く
保
険
料
の
総
額
は
か
わ
り
ま
せ
ん)

※
こ
れ
ま
で
は
、
①
２
年
間
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
の

納
め
忘
れ
が
な
か
っ
た
方
ご
本
人
が
口
座
振
替
で
支
払
う

場
合
、
②
世
帯
主
・
配
偶
者
が
、
ご
本
人
（
年
金
収
入
が
１
８

０
万
円
未
満
の
方
）
に
代
わ
っ
て
口
座
振
替
で
支
払
う
場

合
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
限
定
が
な
く
な

り
ま
し
た
。

※
右
記
の
期
限
を
過
ぎ
て
お
申
し
出
い
た
だ
い
た
場
合
は
、

６
月
分
以
降
の
年
金
か
ら
の
お
支
払
い
に
よ
り
中
止
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
現
在
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
に
は
、

後
日
個
別
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

●
問
合
先
　
役
場
保
険
課
　
℡
７
２-

６
０
２
６
　

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
平
成
21
年
１
月
１
日
よ
り
出
産
育
児
一
時
金
が
改
正
さ

れ
ま
す
。

①
分
娩
機
関
と
妊
産
婦
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
通
常
の

　
妊
娠
・
分
娩
に
も
か
か
わ
ら
ず
脳
性
麻
痺
と
な
っ
た
者

　
及
び
そ
の
家
族
の
経
済
的
負
担
を
速
や
か
に
補
償
す
る

　
も
の
で
す
。

②
損
害
保
険
に
加
入
し
た
分
娩
機
関
で
出
産
さ
れ
た
場
合
、

　
今
ま
で
の
出
産
育
児
一
時
金
35
万
円
が
38
万
円
に
な
り

　
ま
す
。

●
問
合
先
　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℡
7
2-

6
0
2
6
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環
境
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

総
合
窓
口
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

管
理
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
住
宅
用
太
陽
光
発
電
導
入
に
対
し
て
国
か
ら
の
補
助

金
募
集
が
開
始
さ
れ
ま
す
！

　
住
宅
用
の
太
陽
光
発
電
の
設
置
に
対
し
、
町
で
は
現
在
、

太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
１
ｋ
Ｗ
あ
た

り
３
万
円(

限
度
額
12
万
円)

の
補
助

を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
国

か
ら
の
補
助
金
交
付
も
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
新
た
に
住

宅
に
太
陽
光
発
電
を
設
置
さ
せ
る
皆

さ
ん
に
は
、こ
ち
ら
の
制
度
も
ご
活
用

い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。

《
募
集
期
間
》

　
平
成
21
年
１
月
13
日
（
火
）
～ 

３
月
31
日
（
火
）

《
概
　
要
》

　
対
象
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
太
陽
電
池
モ
ジ
ュ
ー
ル
１

ｋ
Ｗ
当
た
り
の
補
助
額
は
７
万
円
、
一
定
の
品
質
・
性
能
が

確
保
さ
れ
、
最
大
出
力
が
10
ｋ
Ｗ
未
満
で
、
且
つ
シ
ス
テ
ム

価
格
が
70
万
円
（
税
抜
）
／
ｋ
Ｗ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

《
問
合
せ
先
》

　
有
限
責
任
中
間
法
人
太
陽
光
発
電
協
会
内

　
　
　 

U
R
L

：h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
j
-
p
e
c
.
o
r
.
j
p

　
太
陽
光
発
電
普
及
拡
大
セ
ン
タ
ー
（J

-
P
E
C

）

　
　
　
℡
0
4
3-

2
3
9-

6
2
0
0
　

　
　
　F

A
X

0
4
3-

2
3
9-

6
2
0
1
　
　
　
　
　
　

　
※
な
お
、
富
士
河
口
湖
町
に
お
住
ま
い
の
皆
さ
ん
は
山

梨
　
県
の
受
付
窓
口
に
申
請
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

●
山
梨
県
窓
口
・
問
合
先
　

　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
フ
ィ
ー
ル
ド
・
21

　
〒4
0
0
-
0
0
3
5
 

山
梨
県
甲
府
市
飯
田
4-

1-

21

　
　 

 
 

℡
0
5
5-

2
2
8-

3
8
3
0

　
国
民
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障
だ
け
で
は
な
く
、
病
気

や
け
が
で
重
い
障
害
が
残
っ
た
り
し
た
と
き
な
ど
に
も
年

金
を
支
給
し
、
思
い
が
け
な
い
人
生
の
「
万
が
一
」
も
サ
ポ

ー
ト
す
る
公
的
年
金
制
度
で
、
国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営

し
て
い
ま
す
。

　
日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
す
べ

て
の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
保
険
料
を
納
付
す
る

義
務
が
あ
り
、
年
金
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

　
学
生
や
自
営
業
者
な
ど
の
第
一
号
被
保
険
者
と
な
る
方

は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
役
場
で
直
接
、
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員
の
第
二
号
被
保
険
者
の
方
や
、

そ
の
第
二
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
る
配
偶
者
の
第
三
号

被
保
険
者
の
方
は
、
勤
務
先
の
事
業
所
が
加
入
手
続
き
を

行
い
ま
す
の
で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
学
生
で
あ
る
な
ど
、
収
入
が
少
な
い
た
め
に
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
で
き
な
い
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
・
免
除
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
申
請
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
国
民
年
金
保
険
料
が
未

納
と
な
っ
て
い
る
と
、「
万
が
一
」
の
と
き
に
障
害
年
金
が

受
け
取
れ
な
い
な
ど
の
思
わ
ぬ
事
態
を
招
き
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
は
、
所
得
が
な
い
学
生
の
方
の

ご
本
人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制

度
で
す
。
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と

や
、
不
慮
の
事
故
等
に
よ
り
障
害
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
場

合
に
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

こ
と
な
ど
を
防
止
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
経
済
的
な
理
由
等
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
方
の
た
め
に
、「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

●
問
合
先
　
大
月
社
会
保
険
事
務
所

　
　
　
　
　
　
℡
０
５
５
４
‐
22
‐
３
８
１
１

　
　
　
　
　
町
総
合
窓
口
課
　
℡
72
‐
１
１
１
４

「
小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者
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つ
い
て

　
町
で
は
、
本
町
が
発
注
す
る
小
規
模
な
工
事
及
び
修
繕

に
お
い
て
、
町
内
の
事
業
者
に
積
極
的
に
受
注
機
会
の
拡

大
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
小
規
模
工
事
等
契
約
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望
者
登

録
制
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を
創
設
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
受
付
は
、
平
成
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年
２
月
２
日
～
２
月
27
日
ま
で

で
、
有
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間
は
平
成
21
年
４
月
１
日
～
平
成
23
年
３
月

31
日
ま
で
で
す
。

「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
」
の
受
付
に
つ
い
て

　
平
成
21
・
22
年
度
に
お
い
て
、
町
の
発
注
す
る
建
設
工
事
、

業
務
委
託
の
請
負
及
び
物
品
製
造
等
に
係
る
一
般
競
争
入

札
及
び
指
名
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
方
は
、
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
を
行
い
、
町
長
の
入
札
参
加
資
格
の

認
定
を
得
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
申
請
の
受
付
は
、
平
成
21
年
２
月
２
日
～
２
月
27
日
ま

で
、
有
効
期
間
は
平
成
21
年
４
月
１
日
～
平
成
23
年
３
月
31

日
ま
で
で
す
。

●
問
合
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新
成
人
の
皆
さ
ん

　
忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

義
務
と
権
利

加
入
の
手
続
き

保
険
料
の
猶
予
・
免
除
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西湖いやしの里根場からのお知らせ

　２００９年は「丑年」です。新年を迎える干支を自分で作ってみませんか？

西湖いやしの里根場体験棟では各棟の特徴を生かした干支作り体験教室を開催いたします。干支を飾って、

運気を呼び込みましょう！！

　広報１１月号で募集しました、里内中央を流れる本沢川に架かる橋の愛称が決まりました。今後命名式を行

い、町民の皆さんに愛される里作りを進めていこうと考えております。

　たくさんのご応募ありがとうございました。

紙粘土を使って仲良し親子の牛を作りましょう！

作り終えた作品は、当日お持ち帰りいただけます。

　■期　間　１２月１日（月）～１月３１日（日）

　■料　金　１，０００円　

　■時　間　２０～３０分（予定）

　■連絡先　℡；０８０－５０２４－５７３５（前田）

まゆを使った干支を作りましょう！

まゆの形が一つ一つ違うので、それぞれ違った表情で

可愛い牛に仕上がります。

　■期　間　１２月１日（月）～１月３１日（日）

　■料　金　１，０００円　

　■時　間　４０分（予定）

　■連絡先　℡；２５－６１３１（大石紬と布の館）

　冬季限定「ほし柿入り練香作り」(初心者コース)が

　体験できます。

　■料　金　１，０００円　

　■時　間　３０分（予定）

　■連絡先　℡；０９０－９３０８－１０１７（萱沼）

橋の愛称が決まりました！

★土の館　富士炉漫窯★

★大石紬と布の館★

★陶芸と香の館★

　　　  『ふじみ橋』

神奈川県　都築　和子　様

東京都　　水倉　悠聖　様

　　　　  『ねんば橋』

埼玉県　　　　小林　　充　様

富士河口湖町　渡辺　武則　様

選定理由

茅葺き屋根の集落と富士山を一望できる高台に位置し、

「富士見橋」・「富士美橋」の両方の意味を表現できるひ

らがな表記の「ふじみ橋」に決まりました。

選定理由

根場地区に以前からある橋で、地元の方に親しみやすく

来場者には、この地区の名前を憶えて帰っていただくよ

うひらがな表記の「ねんば橋」に決まりました。

※４月１８日の「お香の日」にちなみ、毎月１８日は、「沈香」をたいて皆さまをお迎えします。
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　たくさんのご応募ありがとうございました。

　受賞作品を始め、応募作品は、平成２１年１月１日から１ヶ月間、くつ

ろぎの館にて展示を致します。ぜひご覧下さい。

第５回 いやしの里根場 写真コンテスト受賞者決定！

グランプリ

和紙プリントの部 一般プリントの部

金　　賞

銀　　賞

いやしの里賞

紙の館
逆手山房賞

「写生」

山梨市　　   中村清治様

「後ろ姿」

平塚市　　加藤栄子様

「秋の装い」

柏　市　　石井清治様

「富士山眺望」

八王子市　今井都彦様

「思い出」

藤枝市　　池谷浩志様

「秋の風情」

伊東市　　落合  正 様

「冬ごもり」

川崎市　　   原田順策様

「婚礼の夜」「童心に戻って」

世田谷区　　島宗重雄様

「のどかな里の秋」

富士市　　佐野ひとみ様

「看板娘」

横浜市　　山田貴美子様

2月22日（日）～23日（月）

勝山ふれあいセンター「さくやホール」

2月22日の内容
午前１０時３０分　オープニングセレモニー　

午前１１時～　　 第２回シナリオコンクール表彰式

午後１時～　　  舞台あいさつ（監督・出演者）

午後１時１５分～ 「湖のなかの観覧車」上映（約４０分）

午後２時～　　　記念講演　脚本家　ジェームス三木さん

　　　　　　　　　　　　「映画の正体」と題して

午後３時～　　　「ふるさとをください」上映（約９０分）

　　　　　　　　　　　　ジェームス三木さん　脚本作品

うみ

脚本家　ジェームス三木 さん

ＴＶドラマ受賞作品 

　「けものみち」テレビ大賞優秀番組賞（８２）

　「澪つくし」第７回日本文芸大賞脚本賞（８６）

　「父の詫び状」プラハ国際テレビグランプリ（８７）

　「独眼竜政宗」プロデューサ－協会特別賞（８８）

　「八代将軍吉宗」第１６回日本文芸大賞（９６）

　「憲法はまだか」「存在の深き眠り」

　放送文化基金賞脚本賞（９７）

　第５０回ＮＨＫ放送文化賞（９９）

　「弟」第１３回橋田賞大賞、

　　　 エランドール賞特別賞（０５）

★富士山・河口湖映画祭では2/23も様々な企画を準備中！
　「湖のなかの観覧車」ほか、映画２作品上映予定

映画祭観覧ご希望の方は、氏名、住所、電話番号・申込人数・希望日(２２日又は２３日)をご記入の上、

ＦＡＸまたは電話にて河口湖ステラシアターまでお申し込みください。

なお、満席になり次第締め切らせていただきます。

お問合せ　　富士河口湖町教育委員会文化振興局

　　　　　　（河口湖ステラシアター）　　　℡ 0555-72-5588（火曜日休み）

　　　　　　富士河口湖町観光課　  　　　℡ 0555-72-3168（土日曜日休み）　　

湖のなかの観覧車日時

場所

※この作品は「第１回富士山・河口湖映画祭シナリ
　オコンクール」でグランプリを受賞したものを
　映画化致しました。
　また、町内で撮影が行なわれ、主人公の娘(少女
　時代)を演じている鈴木恵理奈ちゃんをはじめ
　町民の方にもエキストラとして出演していただ
　いてます。

2月23日は「ふじさんの日」
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みんなの生涯学習みんなの生涯学習みんなの生涯学習
みなさんのやる気を

応援します!

お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】 お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】

今回は帽子の基本「ベレー帽」を作ります。オリジナルの帽子を

作ってみませんか?

育児にはお母さんの心が健康であることがとても大切！！少しの時間

子どもと離れ自分の時間を使ってみませんか。

子育てに夢中でバレンタインデイなんて忘れていた！！なんていう方・

・・。ぜひ癒しのときを過ごし、ご主人にお花をプレゼントしましょう。

託児についてはご相談下さい。

お問合せ・お申込み：生涯学習課【℡７２－６０５３】お問合せ・お申込み：生涯学習課【℡７２－６０５３】

女性なんでも相談女性なんでも相談女性なんでも相談

＊相談には予約が必要です。生涯学習課までご連絡ください。

日　時：１月２７日・２月３日（火）全２回

　　　 午後１時～３時３０分

場　所：中央公民館　第1研修室

持ち物：５０ｃｍ四方の布

　　　（厚めの布、帽子にしたい布を持ってきて下さい。）

　　　待ち針（ミシン用の細いもの）

　　　裁ちばさみ・チャコペン・

定　員：１０名（定員になり次第締め切ります。）

材料費：５００円

申込み：１月１９日（月）より

日　時：２月１４日（土）午前１０時～午前１１時３０分

対　象：未就学児を子育て中のお母さん

場　所：子ども未来創造館

材料費：１,５００円

持ち物：花用はさみ、フェイスタオル、

　　　 花器（マグカップくらいの物）

定　員：１５名（定員になり次第締め切ります）

申込み：１月１９日（月）から

困っていること、悩んでいることなど何でもご相

談ください。女性相談員がお話を伺います。

次回の相談日…1月28日・2月25日(水)

午後１時３０分～／午後２時３０分～

場所：中央公民館

今年も開催します！

生涯学
習推進のつどい生涯学
習推進のつどい生涯学
習推進のつどい生涯学
習推進のつどい

内容などの詳細は次号広報にて！！

平成２１年３月８日(日) 予定

皆さんの教育に対する疑問や質問に答えながら町の
教育活動を公開するイベントです。今回は、５月に開催
される、IVVオリンピアードに関する内容を予定してお
ります。ぜひご都合繰り合わせてご参加ください。

皆さんの教育に対する疑問や質問に答えながら町の
教育活動を公開するイベントです。今回は、５月に開催
される、IVVオリンピアードに関する内容を予定してお
ります。ぜひご都合繰り合わせてご参加ください。

あなたも今日から富士河口湖町の先生！！あなたも今日から富士河口湖町の先生！！

生涯学習人材バンク＆きらめき子ども塾講師大募集！！生涯学習人材バンク＆きらめき子ども塾講師大募集！！生涯学習人材バンク＆きらめき子ども塾講師大募集！！生涯学習人材バンク＆きらめき子ども塾講師大募集！！
あなたの培った技術や知識、趣味・特技を町のために活かしてみませんか！？

あなた自身の生きがいを見つけられるチャンスにもなります！

お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】

＊この生涯学習人材バンク・きらめき子ども塾講師への登録は、あくまでボランティアとして子どもたちや一般の方々の
 「先生」として活躍してみたいという方の登録です。

学習人材バンク きらめき子ども塾

主に公民館での教室等で、地域の方の

講師として活躍できます。語学・創作

・楽器演奏等得意な分野の講師として

活躍できます

地域の子どもを対象とした教室。手芸

・スポーツ・創作等いろいろなジャン

ルの教室の講師として活躍できます。

帽子づくり教室帽子づくり教室 ★Sweet Valentine Day★
～HAPPY  FLOWER  ARRANGEMENNT～

「バレンタイン」「バレンタイン」「バレンタイン」「バレンタイン」

心にサプリメント～　part�


